
相生市新型コロナウイルス対策本部（危機管理課℡２３-７１３２）

心を一つに、この危機を乗り越えましょう!!

新型コロナウイルス感染症による『緊急事態宣言』が延長されました。依然

として兵庫県は特定警戒都道府県に指定されています。感染防止対策は継続さ

れ、引き続き、市民の皆様一人ひとりに感染拡大防止のための行動をお願いし

ます。

既に市民の皆様には、多大なご不便、不都合をおかけし、ご理解とご協力を

頂いておりますことに厚くお礼申し上げます。また、たくさんの有志の方々や

団体・企業の皆様からの温かいご支援をいただき、さらに、市民の皆様の間で

は手作りマスクの作成などいろいろな助け合いの活動も生まれており、深く感

謝しております。

市としましては、何よりも市民の皆様への迅速な情報提供を第一に、医療機

関、福祉施設等へ感染防止のためのマスクや消毒液の配布など感染防止対策、

休校・休園の対応など緊急対策を行ってまいりました。今、市の新たな支援策

の準備を進めており、同時に国・県とも協調しながら特別定額給付金などの支

援の準備も進めております。また、市のホームページでは、子どもたちの学び

や健康のための体操の動画をはじめ、いろいろな情報を掲載しておりますの

で、ぜひご覧ください。

この戦後最大の危機から、一日も早く日常の生活を取り戻すため、心一つに

力を合わせて、一緒に乗り越えていきましょう。

令和２年５月１０日
相生市新型コロナウイルス対策本部 本部長

【市民の皆様へ】

相生市では、下記のとおり感染拡大防止対策を延長します。

◎市内公立の学校園は５月３１日（日）まで臨時休校・休園。

◎休校・休園期間中の保育所、学童保育は感染防止対策を徹底し開設。ただし、

家庭での対応が可能な場合には、可能な限り利用の自粛を要請

◎市内公共施設は５月３１日（日）まで休館。

◎市及び教育委員会主催イベント等は６月１５日（月）まで原則中止・延期。

◎美化センターは６月１４日（日）の休日開放を中止。

※外出自粛要請に伴い、家庭ゴミの量も増えていると思います。市指定ごみ袋

を配布いたしますのでご活用ください。



＜ お 知 ら せ ＞

◎特別定額給付金

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組

みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されます。

対 象 者 令和２年４月２７日に相生市の住民基本台帳に記載されている者

給 付 額 １人につき１０万円

受給権者 住民基本台帳に記載されている者の属する世帯の世帯主

申 請 等

感染拡大防止のため、郵便による申請をお願いします。やむを得ず窓口申

請される場合は、事前に電話等で書類等の確認を行い、受付時の時間短縮

にご協力をお願いします。

※現在、申請書発送、受付事務等の準備を進めております。準備が整い次第、各

世帯に申請書等を郵送します。（５月中に発送予定）

問 合 せ

総務省コールセンター ０３－５６３８－５８５５

午前９時～午後６時３０分（土・日、祝日除く）

※５月１３日（水）から相生市特別定額給付金専用ダイヤルを開設。

相生市特別定額給付金受付専用 ２３－７１６７

午前９時～午後５時

【 給付金を装った詐欺にご注意を!! 】

○相生市や総務省が現金自動預払機（ATM)の操作をお願いすることはありません。

○相生市や総務省が給付のために手数料の振込みをお願いすることはありません。

○現時点で、市や総務省が世帯構成や銀行口座など個人情報をお問い合わせすること

はありません。

◎子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、子育て

世帯への臨時特別給付金を支給します。

対 象 者
令和２年４月分の児童手当受給者及び新高校１年生のいる世帯は令和２

年３月分の児童手当受給者。（特例給付受給者は除く。）

支 給 額 対象児童１人につき１万円

申 請 等
原則、申請は不要。（公務員の場合は申請が必要となります。）給付を希望

しない場合のみ申出書が必要です。

問合せ先 子育て元気課子育て支援係 ２２－７１７５



◎休業要請事業者経営継続支援事業

国県の休業等の要請に応じる中小法人・個人事業主を対象に、国の持続化給付金に加え、

その事業の継続を支えるための支援金を県と市町が協調して支給します。

対 象 者 以下の要件をすべて満たす中小法人・個人事業主

給付要件

① 令和２年３月１日以前に創業し、県内に事業所を置く中小法人・個人

事業主

② 令和２年４月又は５月の売上が前年同月対比で５０％以上減少して

いること

③ 県の休業要請等に応じ、対象となる施設を期間中継続して休業して

いること

給 付 額
中小法人１００万円 個人事業主５０万円

※上記は上限額であり、要請の内容や休業期間等により給付額は異なります。

申 請 等
６月３０日（火）まで 郵送・電子申請にて受付

※詳細は兵庫県ホームページをご覧ください。

問 合 せ

（兵庫県）経営継続支援金 相談ダイアル

０７８－３６１－２２８１

午前９時～午後５時（土・日、祝日を含む毎日）

◎生活福祉資金の貸付制度（兵庫県社会福祉協議会による無利子貸付制度）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入に減少等があり、緊急かつ一時的な生計維

持のための費用を必要とする世帯を対象とした無利子の貸付制度があります。

緊急小口資金 貸付限度額：１０万円以内。または２０万以内。

総合支援資金

貸付限度額：単身世帯 月額１５万円以内。３ヶ月以内。

複数世帯 月額２０万円以内。３ヶ月以内。

※詳細は、相生市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

問 合 せ 相生市社会福祉協議会 ２３－２６６６

◎その他の関連情報は、市または兵庫県ホームページで確認ください。




